
京都市配食サービス事業実施事業者の募集について（募集要項） 

 

 

１ 募集の趣旨 

 本市では，高齢者に栄養のバランスのとれた食事を提供し，併せて高齢者の安否を確認す

ることによって，高齢者の生活の維持及び福祉の増進を図ることを目的とする配食サービス

事業を実施しています。 

 本件は，当該事業を受託する事業者を新たに募集するものです。 

 

２ 募集の内容 

（１）募集地域 

 募集地域は，次に掲げる行政区における学区とします。 

 なお，募集地域における１以上の学区に対して配食サービスを実施する場合は，募集地

域以外においても配食サービスを行うことができるものとします。 

ア 北 区（中川学区，小野郷学区，雲ヶ畑学区） 

イ 左京区（花脊学区，久多学区，広河原学区，大原学区，八瀬学区） 

ウ 右京区（水尾学区，宕陰学区） 

エ 伏見区（下鳥羽学区，向島南学区，美豆学区） 

（２）事業者の資格基準 

 配食サービス事業者は，次に掲げる基準を満たす者であることとします。 

ア この事業の目的を理解しており，高齢者の福祉の増進に寄与する意欲があること。 

イ 京都市内の社会福祉法人，特定非営利活動法人，公益法人，その他の営利を目的とし

ない法人であること。 

ウ 適切に実施業務を行うための必要な人員が配置されていること。 

エ 京都市内に実施業務を行うための施設及び設備を有し，調理から配達及び安否確認の

一連の業務を配食サービス事業者の責任によって実施できること。 

オ 管理栄養士又は栄養士が作成した献立に基づいて調理した，高齢者向けの栄養バラン

スのとれた食事が提供できること。 

カ 安否確認及び緊急時等の対応マニュアルを整備するとともに，職員に対し定期的な研

修が実施されていること。 

キ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び１２月２

９日から翌年１月３日までの日を除き，週５日以上，実施業務を実施できること。 

ク １年以上継続して事業を受託できること。 

ケ 経営状態が健全で，安定した経営が行えること。 

コ 食品衛生法第５２条の規定による許可を得ているもの又は京都市食品衛生法施行細則

第１６条に規定する届出を行っているものであること。 

サ 調理施設及び職員等について，「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について」

（平成９年６月３０日，衛食第２０１号厚生省生活衛生局食品保健課長通知）及び「大

量調理施設衛生管理マニュアル」（平成９年３月２４日衛食第８５号）に従った衛生管



理が行われていること。 

シ 食中毒等による保健所からの営業停止等の行政処分を，募集日以前１年以内に受けて

いないこと。 

ス その他実施業務を行う上で必要と認められる基準を具備していること。 

（３）事業の内容 

 別紙「京都市配食サービス事業に係る業務内容」のとおり 

（４）委託期間 

 平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 （平成２７年４月１日以後は，委託契約締結日から平成２８年３月３１日まで） 

  

３ 応募について 

（１）応募受付期間 

平成２７年２月２日（月）～１２月１８（金）（本市の閉庁日を除く毎日，午前９時か

ら午後５時００分まで） 

※ 応募受付期間中でも，予算の限度額に達した場合は受付を終了することがありま

す。（受付を終了する場合は，京都市保健福祉局長寿社会部長寿福祉課のホームペー

ジでお知らせいたします。） 

（２）応募方法 

 受付期間内に京都市保健福祉局長寿社会部長寿福祉課（在宅福祉担当）まで提出書類

を持参してください。提出書類等が整った段階で申請を受理します。 

（３）提出書類 

ア 京都市配食サービス事業者の募集に係る申請書【様式１】 

イ 京都市配食サービス事業者の募集に係る書類【様式２】 

※ 応募に関する様式等については，京都市保健福祉局長寿社会部長寿福祉課のホームペ

ージからダウンロードできます。 

 

４ 審査方法 

 提出書類に基づき，京都市保健福祉局長寿社会部長寿福祉課において審査を行い，必要に

応じてヒアリング等を行います。 

 なお，審査の結果については，提出書類受理後，概ね１箇月以内を目途に書面により通知

します。 

 （提出書類の内容に不備がある場合には審査が遅れることがあります。） 

 

５ 委託料 

（１）事務管理費 

 事務管理費については，年額５７，２４０円を概算払いします。ただし，年度途中にお

ける事業開始の場合は１箇月あたり４，７７０円（ただし，消費税及び地方消費税３５３

円を含む。）とします。年度終了後，概算払額を上限として精算を行います。 

（２）安否確認費 



 安否確認費については，１食あたり２１６円（ただし，消費税及び地方消費税１６円を

含む。）を四半期ごとに前四半期の実績に基づき算定された額を概算払いし，年度終了後，

実績に応じ精算を行います。 

   ただし，契約当初等で前四半期の実績がない場合については，１日２６食とし，１箇月

あたり１６８，４８０円（ただし，消費税及び地方消費税１２，４８０円を含む。）を概

算払いし，年度終了後，実績に応じ精算を行います。 

 

（３）配達車両維持費 

 配達車両維持費については，年額の委託料を配達車両維持費単価表第２号の額とし，１

箇月あたり３５，４８５円（ただし，消費税及び地方消費税２，６２８円を含む。）を四

半期ごとに概算払いし，年度終了後，実績に応じ精算を行います。 

 

  配達車両維持費単価表（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

平均配食実績数 委託料（年額） 

（１） ５ 食以上 １１ 食未満 １１８，３００ 円 

（２） １１ 食以上 ３１ 食未満 ４２５，８２０ 円 

（３） ３１ 食以上 ５１ 食未満 ５９１，４２０ 円 

（４） ５１ 食以上 ７１ 食未満 ７５７，０２０ 円 

（５） ７１ 食以上 ９１ 食未満 ９２２，６２０ 円 

（６） ９１ 食以上 １１１ 食未満 １，０８８，２２０ 円 

（７） １１１ 食以上 １３１ 食未満 １，２５３，８２０ 円 

１３１食を超える食数は２０食につき１６５，６００円を加算  

 

６ その他 

（１） 平成２７年度予算に変更等が生じたときは，本事業委託業者として内定を受けた場

合でも，本事業委託契約を締結しないことや委託料等を変更することがあります。 

（２） 提出書類等の作成及び提出に係る費用は，事業者の負担とします。 

（３） 提出書類等に虚偽の記載をした場合又は重大な不備がある場合は，無効とします。 

（４） 必要に応じて，追加資料の提出を求める場合があります。 

（５） 提出書類等は，当該募集にかかる事項以外に応募者に無断で使用することはありま

せん。 

（６） 提出書類等は，返却できませんので御留意ください。  

 

７ 問い合わせ先 

〒６０４－８１７１ 

京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町５６６－１ 井門明治安田生命ビル２階 

京都市保健福祉局長寿社会部長寿福祉課（担当 外薗） 

電 話：０７５－２５１－１１０６ ／ ＦＡＸ：０７５－２５１－１１１４ 

 


